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令和６年度予算編成方針について 

 

デジタル技術の飛躍的な進化やグローバル化の一層の進展、国際情勢の不確実性の高まり、気

候変動による自然災害の頻発化・激甚化など、県政を取り巻く環境は大きな転換点を迎えている。 

本県においては、感染症対策や豪雨災害への対応、物価高騰対策など、県民の命と暮らしを守

る取組を最優先に取り組んできた。ＳＡＧＡアリーナがグランドオープンし、国民スポーツ大

会・全国障害者スポーツ大会の開催を控えるなど、佐賀が飛躍する好機を迎えつつある中、さら

に先の未来を見据えた布石を打っていかなければならない。また、デジタルトランスフォーメー

ション（ＤＸ）・グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）など、新たな時代へ向けた取り組

みにも注力する必要がある。 

一方、県財政の将来を示す収支試算では、公債費や社会保障関係経費の増嵩などにより、令和

６年度も引き続き収支不足が発生することが見込まれる結果となったところである。また、本県

の財政は依然として自主財源比率が低く、国の方針に大きな影響を受ける状況にある。このため、

引き続き収支改善対策に取り組んでいく必要がある。 

こうした状況を踏まえ、令和６年度当初予算編成においては、既存事業の廃止・見直しを進め

るとともに、職員一人一人が自発的な歳入確保策に取り組み、選択と集中による戦略的な財政運

営を推進することを基本方針とし、下記のとおり編成する。 

なお、国の地方財政計画における一般財源総額の状況など、今後の情勢の推移によっては、予

算編成の見直しもあり得る。 

 

１ 予算編成（一般会計）の基本的な考え方 

(1) 年度を通ずる予算の編成 

歳入・歳出予算ともに年度を通ずる予算を編成する。 

なお、今後の情勢の推移によっては、予算編成又は編成方針の変更もあり得る。 

 

(2) 歳入確保対策の強化 

国の交付金・補助金・委託金、民間資金等を最大限に活用しながら、税源の涵養につなが

る施策を推進する。また、未利用財産の売却・貸付け及び受益者負担の適正化による財源確

保を図るなど、歳入確保対策を強化する。 

 

(3) 経営資源の重点的・効果的な活用 

全ての事業について、政策評価等において必要性及び効果を検証し、前例踏襲主義に陥る

ことなく、市町や民間との役割分担を含め、事業内容、規模をゼロベースで見直す。 

その上で、社会経済情勢の変化に伴う新たな課題への対応や更なる県勢発展のために真に

必要な施策への転換を図り、限られた経営資源を重点的・効果的に活用する。 

 

(4) 真に必要な社会資本の整備 

事業の必要性や緊急度、効果等を十分に検討した上で、県勢の発展に不可欠な大型事業に

取り組むとともに、継続的に実施する通常事業を確保し、県民生活に必要な社会資本整備を

着実に推進する。 
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２ 予算要求の考え方 

予算要求に当たっては、上記の「１ 予算編成（一般会計）の基本的な考え方」を十分に踏

まえ、県政運営上の諸課題に対する問題意識及びコスト意識を更に高め、内容を精査すること。 

なお、国の制度や補助金の改廃分を、安易に県の制度等として要求することは厳に慎むこと。 

 

(1) 歳入確保対策の強化 

ア 国の交付金・補助金・委託金、民間資金等の活用 

国の交付金・補助金・委託金、民間資金等を最大限に活用するため、国の財政措置、民

間企業・団体の各種助成制度などについて、幅広く情報を収集するとともに、利用できる

財源がない場合は、国等に対し、財政措置の創設や制度改正を積極的に提案するなど財源

獲得に向けて、あらゆる手段を講ずること。 

（ア）デジタル田園都市国家構想交付金・地方創生応援税制の活用 

デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ、地方創生拠点整備タイプ及び

デジタル実装タイプ）を最大限活用するため、全国の事例（内閣官房・内閣府の地方創生

総合情報サイトに掲載）も参考に事業内容を磨き上げ、採択に向けて積極的に取り組むこ

と。 

なお、デジタル田園都市国家構想交付金の対象事業及び地方創生応援税制が適用される

県外の企業からの寄附金（以下「企業版ふるさと納税」という。）の充当事業については、

政策チーム、財政課及び税政課で決定し、事業内容等を調整する。 

 

（イ）令和６年度の国の重要政策への対応 

令和６年度の国の重要政策（「経済財政運営と改革の基本方針2023」（令和５年６月16

日閣議決定）等を参照すること。）で、県で対応する必要があるものについては、早期に

情報を収集し、国庫を最大限活用の上、予算要求を行うこと。 

 

イ 有利な県債の活用 

緊急防災・減災事業債をはじめ、償還時に地方交付税措置のある県債を最大限に活用す

ること。 

 

ウ 寄附金（ふるさと納税・企業版ふるさと納税）の活用 

個人からの寄附金については、税政課においてふるさと納税サイトなどを通じた寄附の

収納を行っているため、県内外の住民から寄附金が得られる見込みのある事業については、

積極的に活用すること。 

また、県内外の法人・団体からの寄附（企業版ふるさと納税を含む。）についても、佐

賀県における地方創生の取組を県内外の法人・団体にアピールすることで寄附金を獲得す

るなど、積極的に活用すること。 

なお、寄附金の収納方法や財源充当などの詳細については、別途税政課から通知する。 

 

エ 自主財源の確保 

未利用財産の売却・貸付け及び行政サービスに対する受益者負担の適正化を図るほか、

広告収入など様々な工夫や手法を用い、自主財源の確保を図ること。 
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(2) 経営資源の重点的・効果的な活用 

ア 歳出予算の区分 

歳出予算は行政的経費と政策的経費に区分し、別途通知する要求上限額の範囲内におい

て要求すること。（「３ 予算経費区分」参照）  

ただし、令和６年度地方財政計画における一般財源総額の状況により、要求基準の取扱

を変更することもあるので留意すること。 

 

イ 事業のスクラップアンドビルド 

新規事業の予算要求に当たっては、必ず既存事業を廃止又は縮小するなど、予算編成の

過程において、事業のスクラップアンドビルドによる施策の活性化を図ること。 

既存事業については、安易に継続するのではなく、効果と課題を検証した上で徹底した

見直しを行い、既に役割を終えた事業は廃止すること。 

※スクラップアンドビルドの視点 

・目的達成のための事業として最も効果的か。 

・費用対効果が最も高い手段となっているか。 

・時代の変化に対応した事業内容となっているか。 

・官と民、県と市町の役割分担の観点から県として実施することが妥当か。 

・施策体系の中で明確に位置付けられているか。 

 

ウ 事業終期の設定（サンセット方式） 

政策的経費のうち政策推進費の予算要求に当たっては、事業終期を設定すること。なお、

事業期間内において成果目標を達成し、終期において事業を廃止又は縮小するよう努める

こと。 

 

エ 決算等の実績を勘案した適切な見積もり 

令和４年度決算においても依然として多額の不用額が生じていることから、決算額の推

移及び令和５年度の予算執行状況を勘案し、過大な要求とならないよう所要額を適切に見

積もること。 

 

オ PPP/PFI手法の活用 

公共施設を整備する場合は、他の自治体における類似事例の情報収集を行い、積極的に

民間活力を導入すること。 

また、「佐賀県PPP/PFI手法導入優先的検討の手続に関する規程」において、優先的検討

の対象となる事業については、構想段階で必ず行政経営室と協議の上、同規程に基づき決

定した事業手法により要求すること。 

なお、行政経営室との協議を経ていない場合は、予算計上を認めないことに留意するこ

と。 

 

カ CIO査定 

情報システムの開発・更新や運用管理のほか、通信ネットワークの構築・更新、情報化

関係の機器整備などの情報化関連事業の要求に当たっては、情報化企画ガイドラインに沿



4 

って、具体的な積算内訳が明記された見積書を原則として複数の業者から徴取し、所要額

を適切に見積もること。 

また、当該ガイドラインに定めるCIO査定は予算査定の一環であることから、CIO査定を

経ていない場合は予算計上を認めないことに留意すること。 

なお、CIO査定の詳細については、別途行政デジタル推進課から通知する。 

 

キ 広報協議 

事業の目的を達成するためには、事業の展開スケジュールに沿って、適切な広報計画に

基づいて広報展開を図る必要があることから、広報に係る政策的経費の予算については、

広報広聴課と協議し、事業目的を達成するために必要な広報の手法、時期、ターゲット、

予算規模等の方向性についてアドバイスを受けて要求すること。 

なお、広報協議の詳細については、別途広報広聴課から通知する。 

 

ク 内部管理経費の縮減 

ＤＸの最大限の推進や市町との共同調達等によりシステム開発費用や維持管理費用のコ

スト縮減に努めるなど、内部管理経費の縮減に向け不断の見直しを行うこと。 

 

(3) 真に必要な社会資本の整備 

投資的経費は、別途通知する要求上限額の範囲内において要求すること。 

事業の必要性、緊急性、効果、事業箇所の優先順位等を総合的に検討の上、真に必要なも

のについて要求すること。また、事業箇所については、以下の基準を全て満たすこと。 

① 事業箇所の重点化が図られていること 

② コスト縮減の徹底が図られていること 

あわせて、国の概算要求の状況及び予算編成の動向を十分見極め、適切に見積もること。 

 

(4) ＤＸ、ＧＸの推進 

デジタル技術を活用し、社会や暮らしに変革をもたらすＤＸ（デジタルトランスフォーメ

ーション）について、庁内の業務改革はもとより、県民の豊かな暮らしを実現するため、各

分野において取組を推進すること。 

また、脱炭素・温暖化対策の実行により事業者の成長・発展を実現するＧＸ（グリーント

ランスフォーメーション）について、国の動向等にも留意しつつ、カーボンニュートラルの

実現に向けた取組を推進すること。 

 

(5) その他 

ア 国の制度創設等への対応 

予算編成の過程において、国の制度創設、改正等が判明したものについては、当初予算

に確実に反映させること。 

 

イ 複数の部局等に関わる課題への対応 

事業が他部局等に関係する場合、部局間で十分な協議・調整を行った上で要求すること。 

なお、協議・調整が不十分な場合は、予算計上を認めないことに留意すること。 
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ウ 施策に対する意見等への対応 

県議会での議論、各種団体からの要望、監査委員の指摘事項等については、当該意見を

踏まえて事業内容を十分に検討した上で要求すること。 

 

エ 会計年度任用職員等の配置 

会計年度任用職員、特別職非常勤職員の配置については、事務・事業の状況のみならず、

当該所属の組織体制や佐賀県行財政運営計画2023等を踏まえた総合的な判断が必要である

ことから、要求に当たっては、事前に行政経営室と協議すること。 

なお、配置協議の詳細については、別途行政経営室から通知する。 

 

オ 外部との協議・調整 

以下の事業については、調整の円滑化を図るため、該当する市町に対しあらかじめ情報

を提供すること。 

なお、詳細については、別途市町支援課から通知する。 

(ア) 新たに市町の財政負担を伴う事業 

(イ) 負担率の改定等を行う事業 

(ウ) 県の補助や負担を廃止する事業 

(エ) その他情報提供が必要な事業 

また、関係団体、地権者、受益者等との協議を要する場合は、あらかじめ十分な調整を

行い、事業の実施条件が整うものに限り要求すること。 

 

カ 予算科目の変更 

行政組織規則の改正等に伴い予算科目を変更する必要がある場合は、事前に財政課と協

議すること。 

 

３ 予算経費区分 

令和６年度当初予算（一般会計）の予算経費区分は、以下のとおりとする。 

ただし、いずれに区分すべきか判断し難い場合は、財政課と協議すること。 

(1) 行政的経費 
所属の管理運営や法令に基づく事務など予算措置に政策的判断を要しない経費 

ア 義務的経費 
(ア)  人件費 

人件費のうち法令に基づくもの、単一所属での予算措置が適当でないなどのため、特

に財政課長が認めたもの   

(イ)  扶助費 

生活保護費、児童保護措置費等法令に基づくもの 

(ウ) 公債費 

公債費のうち繰上償還以外のもの 

イ 投資的経費 
公用車の更新、県有施設の軽微な改修等に係る経費 
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ウ 一般経費 
(ア) 準義務的経費 

a 法令や指定管理・利子補給に係る債務負担行為等に基づくもの 

b 国庫返納金 

c 貸付金のうち過年度に貸付決定を行ったもの 

d 各種ブロック会議開催費、船舶の定期検査費用、法令の改定に基づくシステム改修

等の臨時的経費 

e 集中管理車両に係る公課費、保険料、リース料、車検費用等 

(イ) その他行政経費 

所属の管理運営に係る光熱水費など（ア）以外の経費 
 

(2) 政策的経費 
行政的経費及び給与費以外の経費 

ア 義務的経費 

(ア) 人件費 

人件費のうち行政的経費以外のもの 

(イ) 扶助費  

扶助費のうち行政的経費以外のもので財政課長が認めたもの 

(ウ) 公債費 

公債費のうち繰上償還分 

イ 投資的経費 

(ア) 臨時・大型事業等経費 

投資的経費のうち単年度事業費が各部局等の投資的経費要求上限額の５０％を超える

もの又は全体事業費が概ね５億円を超えるもの 

(イ) 普通建設補助事業費 

(ウ)  普通建設単独事業費 

(エ) 国直轄事業負担金 

(オ) 災害復旧事業費 

ウ 一般経費 

(ア) 準義務的経費 

a 法令、国の制度等で定められている義務的な経費 

b 繰出金 

c 基金積立金 

(イ) 特定経費 

県の政策として中長期的な視点から取り組むもので、経費区分協議により総務部長が

適当と認めたもの 

(ウ) 政策推進費 

一般経費のうち(ア)及び(イ)以外の経費 

 

(3) 給与費 
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４ 予算要求基準 
(1)  要求基準 

令和６年度当初予算の要求基準は以下のとおりとする。各経費区分においてこれまで要求

してきた経済対策等については、年間所要額とする。 
 経費区分 要求基準 

行

政

的

経

費 

義務的経費（人件費、扶助費、公債

費） 
年間所要額 

投資的経費 

財政課が提示する額の範囲内（県債を含む一般

財源ベース） 
ただし、国の公共事業が大幅に見直される場合

は、その内容を踏まえて変更する場合がある。 

一般経費 
準義務的経費 年間所要額 

その他行政経費 令和５年度予算額の範囲内（一般財源ベース） 

政

策

的

経

費 

義務的経費（人件費、扶助費、公債

費） 
年間所要額 

投資的経費 

臨時・大型事業等経費 年間所要額 

普通建設補助事業費 
普通建設単独事業費 
国直轄事業負担金 

財政課が提示する額の範囲内（県債を含む一般

財源ベース） 
ただし、国の公共事業が大幅に見直される場合

は、その内容を踏まえて変更する場合がある。 
災害復旧事業費 年間所要額 

一般経費 

準義務的経費 年間所要額 

特定経費 年間所要額 

政策推進費 令和５年度予算額の範囲内（一般財源ベース） 

給与費 年間所要額 

※留意事項 
①要求基準内であっても、査定の対象とする。 
②内容の見直しにより政策的判断を要することとなった事業は政策的経費として要求するこ

と。 
③部局等間で事業を所管替する場合は、速やかに財政課に報告すること。 
④令和６年度地方財政計画における一般財源総額の状況により、要求基準の取扱いを変更す

ることもあるので留意すること。 
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５ 特別会計及び公営企業会計の予算編成 
(1) 独立採算の原則 

事業規模を適正化し、独立採算の原則を堅持すること。 
 
(2) 予算経費区分 

特別会計の予算については、一般会計の政策的経費に準じて要求すること。 
 

(3) 要求基準 
特別会計、公営企業会計のいずれについても、年間所要額を見積もること。 

 


